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令和７年度組織改正の概要（案） 

 

１．重点項目 
（戦略的な国際交流の推進と政策発信力の強化） 

○神戸経済のさらなる活性化に向けて戦略的に国際交流を推進するため、経済観

光局に局長（新産業・国際戦略担当）を新設するとともに、市長室から国際課

を移管 

○市の重要政策と連動性を持った施策発信、戦略的広報をより一層効果的に展開

していくため、企画調整局に市長室から広報戦略部、秘書課を移管し秘書室（部

相当）を新設 

〇上記の組織移管等に伴い、市長室を廃止 

 

（危機対策・防犯対策の更なる推進） 

○激甚化・頻発化する風水害や、南海トラフ巨大地震等、様々な危機事象への対

策を強化し、また、市民の体感治安の向上及び犯罪の起きにくいまちづくりの

推進に向けた防犯対策の強化を図るため、危機管理室を危機管理局に格上げす

るとともに、副局長を新設 

あわせて、局内に防災企画課、危機対策課、防犯対策課を新設 

○地域への防犯カメラの設置を進め、市民のくらしの安心・安全を守るため、防

犯対策課に係長を新設 

 

（多様な主体との連携による持続可能なまちづくりの推進） 

○次世代を担う若者や民間企業など、多様な主体の更なる地域活動への参画を促

すとともに、地域と一体となって持続可能なまちづくりを推進するため、企画

調整局から SDGs推進課・企業連携推進課を地域協働局に移管するとともに、副

局長を増員 

 
（児童福祉の向上に向けた支援体制の強化） 

○児童虐待対応にかかる体制強化として、こども家庭局家庭支援課に係長（養育

支援担当）を新設 

○こども家庭局こども家庭センターにおいて、児童福祉司と児童心理司の配置基

準に合わせ増員 

 

（森林関係施策の推進） 

○森林関係施策の推進のため、建設局に森林・防災部を、また、部内に森林課を

新設するとともに、課長（森林政策推進担当）、係長（森林政策推進担当）を新

設 

○局内の組織再編により、森林・防災部に防災課、河川課を移管 

 

 

取 扱 注 意 

（解禁日） 
ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
２月 17日（月）会見開始時 
新  聞 
２月 18日（火）朝刊以降 
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２．新規・拡充 
（地域再生に向けた体制強化） 

  ○オールドニュータウンの再生等を全市的に推進するため、企画調整局に局長

（地域再生担当）を新設 

 

（健康科学研究所の再編） 

○健康危機管理の専門技術的拠点としての体制を強化するため、健康局保健所健

康科学研究所を部相当の組織へと再編 

 

（東南アジア拠点の設置に向けた体制強化） 

○海外経済の活力を積極的に神戸に取り込んでいくことを目的に、今後の人口増

加や経済発展、スタートアップ成長環境の著しい進展がみられる東南アジアに

新たな拠点を設置するため、経済観光局経済政策課に課長（東南アジア戦略担

当）を新設 

 

（王子公園再整備事業にかかる体制強化） 

○王子公園の再整備を推進していくため、建設局王子公園再整備本部王子公園再

整備課に係長２名を増員 

 

（ウォーターフロントエリア再開発事業の推進） 

○「新ウォーターフロントグランドデザイン」（仮称）に基づき、みなとまち神戸

を象徴するエリアとしてウォーターフロント再開発事業をさらに推進していく

ため、ウォーターフロント再開発部を新設 

 

（地域に根差したまちづくりの推進） 

○地域に根差したまちづくりをより一層推進するため、すでに配置している支所

及び出張所に加えて、北神区役所の有馬出張所に係長（地域活性化担当）を新

設 

 

（市立中学校部活動の地域移行に向けた体制強化） 

○令和８年の市立中学校部活動終了に伴う「KOBE◆KATSU」の開始に向けて、教育

委員会事務局に部長（コベカツ推進担当）を、児童生徒課に課長（コベカツ推進

担当）、係長（コベカツ推進担当）を新設 



 

令和７年度 

 

 

組織改正案 新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改正に関係のある組織のみを掲載している。 

２ 今回の改正では、会計室、東灘区、灘区、兵庫区、北区、長田区、須

磨区、垂水区、西区、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査

事務局、農業委員会事務局、市会事務局の組織には変更がないので、省

略している。 

 

取 扱 注 意 

（解禁日） 
ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
２月 17 日（月）会見開始時 
新  聞 
２月 18 日（火）朝刊以降 



市長室

秘書課

課長(久元市長秘書)

国際渉外秘書官

係長(５)

国際部

国際課

国際経済連携専門官

係長

課長(交流推進担当)

係長(２)

広報戦略部

課長(広報担当)

課長(広報コンテンツ担当)

ホームページ監理官

カスタマーDXマネージャー

係長(７)

課長(広聴担当)

係長(２)

市民情報サービス課

係長(２)

現　行 改　正　案

（市長室）
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危機管理局

危機管理室 副局長

防災企画課

係長(２)

課長(計画担当)

係長(２)

課長(被災者支援担当)

係長

防災専門官

危機対策課

係長(２)

課長(危機対応担当)

係長

防犯対策課

係長(２)

課長(総務担当)

係長(２)

防災専門官

係長

課長(危機対応担当)

係長

課長(防災体制整備担当)

係長

課長(計画担当)

係長(２)

課長(地域安全推進担当)

係長

課長(防犯対策担当)

係長

現　行 改　正　案

（危機管理局）

（危機管理局）（危機管理室）
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局長(地域再生担当)

局長(連携担当)

SDGs推進課

係長

課長(プロジェクト推進担当)

係長

課長(調整担当)

係長

企業連携推進課

企業連携調整官

企業連携コーディネーター

係長

係長(ふるさと納税担当)

秘書室

秘書課

課長(久元市長秘書)

国際渉外秘書官

係長(５)

広報戦略部

課長(広報担当)

課長(広報コンテンツ担当)

ホームページ監理官

カスタマーDXマネージャー

係長(７)

課長(広聴担当)

係長(２)

医療産業都市部 医療産業都市部

課長(誘致・産業化担当) 課長(誘致・産業化担当)

係長(５) 係長(３)

現　行 改　正　案

（企画調整局）
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副局長 副局長(２)

SDGs推進課

係長

課長(プロジェクト推進担当)

係長

課長(調整担当)

係長

企業連携推進課

企業連携調整官

企業連携コーディネーター

係長

係長(ふるさと納税担当)

区役所課 区役所課

係長(企画調査担当)(２) 係長(企画調査担当)

市民情報サービス課

係長(２)

現　行 改　正　案

（地域協働局）
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資産活用課 資産活用課

係長(４) 係長(５)

現　行 改　正　案

（行財政局）
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部長(市民マラソン担当)

スポーツ企画課 スポーツ企画課

課長(市民マラソン担当)

係長

部長(国際スポーツ担当)

部長(市民マラソン担当)

国際スポーツ室 スポーツ交流課

係長 係長(２)

課長(市民マラソン担当)

係長

課長(世界パラ陸上担当)

係長(２)

文化財課 文化財課

課長(建造物保存活用担当)

文化財保護活用係 文化財保護活用係

係長(５) 係長(４)

博物館 博物館

管理課 事業課

現　行 改　正　案

（文化スポーツ局）
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くらし支援課 くらし支援課

係長(６) 係長(７)

和光園

係長

現　行 改　正　案

（福祉局）
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保健所 保健所

保健課 保健課

係長(10) 係長(７)

課長(食育・栄養指導担当) 課長(健康・食育推進担当)

係長(２)

健康科学研究所

感染症部

生活科学部

健康科学研究所

第１衛生研究部

第２衛生研究部

現　行 改　正　案

（健康局）
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家庭支援課 家庭支援課

係長(養育支援担当)

幼保振興課 幼保振興課

係長(こどもDX推進担当)

係長(３) 係長(２)

保育所 保育所

副所長(56)

幼保事業課 幼保事業課

係長(システム担当)

現　行 改　正　案

（こども家庭局）
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脱炭素推進課 脱炭素推進課

係長(２) 係長(３)

施設課 施設課

係長(３) 係長(４)

事業系廃棄物対策課 事業系廃棄物対策課

係長(２) 係長(３)

現　行 改　正　案

（環境局）
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局長(新産業・国際戦略担当)

経済政策課 経済政策課

課長(東南アジア戦略担当)

課長(海外展開支援担当)

係長

国際課

国際経済連携専門官

係長

課長(交流推進担当)

係長(２)

課長(海外展開支援担当)

係長

農水産課 農水産課

課長(食都神戸担当)

現　行 改　正　案

（経済観光局）
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部長(防災担当)

防災課

係長(調査防災担当)

係長(宅地審査担当)

係長(土砂対策担当)

課長(六甲山防災担当)

係長(治山砂防担当)

森林官

係長(六甲保全担当)

河川課

係長(管理担当)

係長(指導担当)

係長(計画調整担当)

係長(事業担当)

道路計画課 道路計画課

課長(調整担当)

係長(利活用担当)

係長(運営担当)

駅前魅力創造課 駅前魅力創造課

課長(調整担当)

係長(利活用担当)

係長(運営担当)

森林・防災部

防災課

係長(調査防災担当)

係長(宅地審査担当)

係長(土砂対策担当)

係長(治山砂防担当)

河川課

係長(管理担当)

係長(指導担当)

係長(計画調整担当)

係長(事業担当)

森林課

課長(森林政策推進担当)

森林官

係長(森林政策推進担当)

係長(六甲保全担当)

公園部 公園部

整備課 整備課

係長(３) 係長(４)

現　行 改　正　案

（建設局）
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王子公園再整備本部 王子公園再整備本部

王子公園再整備課 王子公園再整備課

係長(２) 係長(４)

西建設事務所 西建設事務所

安全推進係 安全推進係

係長(５) 係長(６)

-13-



都市計画課 都市計画課

係長(土地利用担当) 係長(土地利用担当)(２)

未来都市推進課 未来都市推進課

係長 係長(２)

部長(新都市事業担当)

新都市管理課

係長(２)

課長(企業誘致担当)

係長(２)

内陸・臨海計画課 内陸・臨海振興課

係長(３) 係長(６)

課長(誘致・活用担当)

係長(３)

課長(事業計画担当)

係長(事業計画担当)

部長(新都市整備担当) 部長(産業団地整備担当)

新都市工務課 産業団地整備課

課長(工事担当)

係長(３) 係長(５)

課長(施設担当)

係長(２)

課長(新都市整備担当)

係長(３)

西神整備事務所

係長(２)

現　行 改　正　案

（都市局）
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建築指導部 建築指導部

建築安全課 建築安全課

指導係 指導係

係長(建築環境担当)

建築課 建築課

課長(建築担当) 課長(計画調整担当)

特定建築係 計画調整係

係長

建築係 建築係

係長(３) 係長(４)

設備課 設備課

技術支援係 計画調整係

現　行 改　正　案

（建築住宅局）

-15-



ウォーターフロント再開発推進課

課長(緑化デザイン担当)

係長(３)

ウォーターフロント再開発部

ウォーターフロント再開発推進課

課長(緑化デザイン担当)

係長(３)

現　行 改　正　案

（港湾局）
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保健福祉部 保健福祉部

生活支援課 生活支援課

係長(保護担当)(６) 係長(保護担当)(５)

現　行 改　正　案

（中央区）
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市民課 市民課

有馬出張所

道場出張所

係長(地域活性化担当)

八多出張所

係長(地域活性化担当)

大沢出張所

係長(地域活性化担当)

長尾出張所

淡河出張所

係長(地域活性化担当)

地域協働課 地域協働課

有馬出張所

係長(地域活性化担当)

道場出張所

係長(地域活性化担当)

八多出張所

係長(地域活性化担当)

大沢出張所

係長(地域活性化担当)

長尾出張所

淡河出張所

係長(地域活性化担当)

現　行 改　正　案

（北神区役所）
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警防部 警防部

部長(救急担当)

救急課

救急係

救急企画係

係長

救急研修係

救急部

救急課

救急係

救急企画係

救急需要対策係

救急指導係

現　行 改　正　案

（消防局）
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経営企画課 経営企画課

課長(調査・広報担当) 課長(水道政策担当)

配水課 配水課

課長(給水担当)

係長(５)

給水課

課長(審査検査担当)

係長(４)

浄水統括事務所 浄水統括事務所

課長(送水管理担当)

係長(４)

施設課

係長(４)

設備課

係長

課長(設備担当) 課長(電気担当)

係長 係長(２)

課長(機械工事担当) 課長(機械担当)

係長

課長(施設工事担当)

係長(３)

現　行 改　正　案

（水道局）
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自動車部 自動車部

市バス運輸サービス課 市バス運輸サービス課

係長(ターミナル・管理調整担当)

中央営業所 中央営業所

垂水支所 垂水支所

係長

高速鉄道部 高速鉄道部

地下鉄運輸サービス課 地下鉄運輸サービス課

計画係

運輸課 運輸課

課長(業務改善担当)

課長(事務・契約担当)

運輸係 運輸係

係長(業務改善担当)

企画係

係長(乗務担当)

係長(駅務担当)

地下鉄職員研修所 地下鉄職員研修所

係長

現　行 改　正　案

（交通局）
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副局長(２)

総務部

教職員給与課 教職員給与課

係長(教職員健康推進担当)

学校支援部

健康教育課 健康教育課

課長(給食施設整備担当)

学校教育部

部長(初等教育担当)

部長(中等教育担当)

学校教育課 学びの推進課

課長(政策担当)

係長(管理担当)

係長(政策担当)

係長(人権教育担当)

係長(学校図書担当)

管理係

課長(初等教育担当) 課長(初等教育担当)(２)

係長(計画・調整担当)

係長(５) 係長(初等教育担当)(７)

課長(人権・中学教育担当) 課長(中等教育担当)(２)

人権・教育振興係

係長(４) 係長(中等教育担当)(８)

課長(高校教育担当)

係長(人権・教育振興担当)

係長(２)

課長(国際教育担当)

係長(国際教育担当)(３)

部長(教科指導担当)

教科指導課

学校図書係

課長(教科指導担当)

初等教育係

係長

課長(教科指導担当)

中等教育係

係長(４)

部長(児童生徒担当)

部長(コベカツ推進担当)

児童生徒課 児童生徒課

課長(政策担当) 課長(コベカツ推進担当)(２)

係長(コベカツ推進担当)(３)

係長(政策担当)

係長(部活動担当)

現　行 改　正　案

（教育委員会事務局）
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